
○
財
務
省
告
示
第
二
百
五
十
四
号

世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
二
紛
争
解
決
に
係
る
規
則
及
び
手
続
に
関
す
る
了
解
第
二
条

に
規
定
す
る
紛
争
解
決
機
関
が
我
が
国
に
対
し
て
行
っ
た
勧
告
を
実
施
す
る
た
め
、
大
韓
民
国
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
セ
ミ
コ

ン
ダ
ク
タ
ー
社
製
Ｄ
Ｒ
Ａ
Ｍ
等
に
係
る
補
助
金
に
つ
い
て
の
再
調
査
開
始
の
件
（
平
成
二
十
年
一
月
財
務
省
告
示
第
二

十
六
号
）
で
告
示
し
た
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
七
条
第
十
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
調
査

の
結
果
及
び
当
該
勧
告
の
内
容
を
踏
ま
え
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
韓
民
国
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
セ
ミ
コ
ン

ダ
ク
タ
ー
社
製
Ｄ
Ｒ
Ａ
Ｍ
等
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
相
殺
関
税
を
変
更
す
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
た
の
で
、
相
殺
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日

財
務
大
臣

伊
吹

文
明

一

関
税
定
率
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
貨
物
の
品
名
、
銘
柄
、
型

式
及
び
特
徴

次
の
貨
物
（
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ラ
ン
ダ
ム
ア
ク
セ
ス
メ
モ
リ
ー
等
に
対
し
て
課
す
る
相
殺
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平

成
十
八
年
政
令
第
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
）
で
あ
っ
て
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ

ー
社
（
以
下
「
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
大
韓
民
国
に
お
い
て
そ
の
製
造
に
つ
き
半
導
体
材
料
に
ト
ラ



ン
ジ
ス
タ
ー
そ
の
他
の
回
路
素
子
を
生
成
さ
せ
る
工
程
が
行
わ
れ
た
も
の

Ｄ
Ｒ
Ａ
Ｍ

（一）

法
の
別
表
第
八
五
四
二
・
三
二
号
に
掲
げ
る
集
積
回
路
（
デ
ジ
タ
ル
式
の
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
集
積
回
路
に
限
る
。

）
の
う
ち
、
モ
ス
型
の
も
の
を
い
い
、
実
装
し
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。

Ｄ
Ｒ
Ａ
Ｍ
モ
ジ
ュ
ー
ル

（二）

法
の
別
表
第
八
四
七
三
・
三
〇
号
に
掲
げ
る
部
分
品
及
び
附
属
品
（
自
動
デ
ー
タ
処
理
機
械
又
は
こ
れ
を
構
成

す
る
機
器
の
部
分
品
及
び
附
属
品
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
一
又
は
二
以
上
の
Ｄ
Ｒ
Ａ
Ｍ
を
基
板
上
に
装
着
し
、
か

つ
、
自
動
デ
ー
タ
処
理
機
械
等
に
接
続
す
る
た
め
の
端
子
を
有
し
て
い
る
も
の
（
Ｄ
Ｒ
Ａ
Ｍ
の
機
能
を
補
助
す
る

た
め
Ｄ
Ｒ
Ａ
Ｍ
以
外
の
部
分
品
が
装
着
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
を
い
う
。

二

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
貨
物
の
供
給
者

Ｈ
Ｙ
Ｎ
Ｉ
Ｘ

Ｓ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
Ｕ
Ｃ

ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
・
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
・
イ
ン
コ
ー
ポ
レ
ー
テ
ッ
ド
（

）

Ｔ
Ｏ
Ｒ

Ｉ
Ｎ
Ｃ

.

三

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
さ
れ
た
期
間

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ラ
ン
ダ
ム
ア
ク
セ
ス
メ
モ
リ
ー
等
に
対
し
て
課
す
る
相
殺
関
税
に
関
す
る
政
令
の
施
行
の
日
か
ら

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

四

調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
等
及
び
こ
れ
ら
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
論



調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実

(一)
イ

調
査
に
至
る
経
緯

我
が
国
は
、
二
○
○
六
（
平
成
十
八
）
年
一
月
二
十
七
日
よ
り
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
、

ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
製
Ｄ
Ｒ
Ａ
Ｍ
等
に
対
し
て
二
十
七
・
二
％
の
相
殺
関
税
を
課
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
我
が

国
の
当
該
相
殺
関
税
措
置
は
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
（
以
下
「
世
界
貿
易
機
関
協
定
」

と
い
う
。
）
附
属
書
一
Ａ
の
補
助
金
及
び
相
殺
措
置
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
補
助
金
相
殺
措
置
協
定
」
と
い

う
。
）
に
整
合
的
で
は
な
い
と
し
て
、
韓
国
政
府
よ
り
世
界
貿
易
機
関
協
定
附
属
書
二
紛
争
解
決
に
係
る
規
則

及
び
手
続
に
関
す
る
了
解
第
二
条
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
機
関
（
以
下
「
紛
争
解
決
機
関
」
と
い
う
。
）
に
対

し
て
申
立
て
が
な
さ
れ
た
。
二
○
○
七
（
平
成
十
九
）
年
十
二
月
十
七
日
に
、
紛
争
解
決
機
関
は
、
当
該
相
殺

関
税
措
置
の
う
ち
補
助
金
相
殺
措
置
協
定
に
整
合
的
で
な
い
部
分
を
是
正
す
る
よ
う
求
め
る
勧
告
（
以
下
「
是

正
勧
告
」
と
い
う
。
）
を
採
択
し
た
。
我
が
国
は
、
二
○
○
八
（
平
成
二
十
）
年
一
月
三
十
日
よ
り
、
法
第
七

条
第
十
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
是
正
勧
告
を
実
施
す
る
た
め
に
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

ロ

調
査
の
対
象
と
な
る
事
項

大
韓
民
国
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
社
製
Ｄ
Ｒ
Ａ
Ｍ
等
に
つ
い
て
関
税
定
率
法
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
相
殺
関
税
を
課
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
件
（
平
成
十
八
年
一
月
財
務
省
告
示
第
三
十
五
号
）
四

に
掲
げ
る
補
助
金
交
付
の
事
実
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
措
置
に
係
る
補
助
金
に
つ
い
て
の
事
情
の
変
更
の
有

（二）



無
。

四

イ

に
掲
げ
る
十
月
措
置
（
以
下
「
十
月
措
置
」
と
い
う
。
）

（イ）

（二）

(ホ)

四

イ

に
掲
げ
る
十
二
月
措
置
（
以
下
「
十
二
月
措
置
」
と
い
う
。
）

（ロ）

（二）

(ヘ)

な
お
、
紛
争
解
決
機
関
に
よ
る
是
正
勧
告
に
お
い
て
補
助
金
相
殺
措
置
協
定
に
整
合
的
で
な
い
と
さ
れ
た
十

月
措
置
に
お
け
る
債
務
の
出
資
転
換
に
よ
る
補
助
金
利
益
額
、
十
二
月
措
置
に
よ
る
補
助
金
利
益
の
存
在
及
び

十
二
月
措
置
に
お
け
る
債
務
の
出
資
転
換
に
よ
る
補
助
金
利
益
額
を
調
査
対
象
と
し
、
十
月
措
置
に
係
る
補
助

金
の
配
分
期
間
終
了
後
に
同
補
助
金
に
基
づ
く
相
殺
関
税
の
賦
課
を
開
始
し
た
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
認
定
が
補
助
金
相
殺
措
置
協
定
に
整
合
的
で
は
な
い
と
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
こ
と
か
ら
、
調
査
対
象
と
は
し
て
い
な
い
。

ハ

調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実

十
月
措
置
に
お
け
る
債
務
の
出
資
転
換
に
よ
る
補
助
金
利
益
額
の
算
定

（イ）
Ａ

十
月
措
置
に
よ
る
出
資
転
換
に
よ
り
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
の
債
務
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

Ｂ

出
資
転
換
に
よ
り
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
が
債
権
者
に
発
行
し
た
株
式
に
は
、
固
定
投
資
収
益
の
支
払
い
義
務

は
な
く
、
実
際
に
投
資
収
益
の
支
払
い
も
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
に
当
該
株
式

の
買
戻
し
義
務
も
な
か
っ
た
。

Ｃ

十
月
措
置
当
時
の
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
の
財
政
状
況
の
客
観
的
な
評
価
か
ら
す
る
と
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
が
投



資
収
益
を
配
分
で
き
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
が
投
資
収
益
の
配
分
を
行
っ
た
こ

と
を
示
す
証
拠
は
な
か
っ
た
。

Ｄ

当
時
の
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
の
株
価
は
韓
国
政
府
の
補
助
金
の
効
果
に
よ
り
価
格
形
成
さ
れ
、
ま
た
出
資
転

換
に
よ
り
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
が
債
権
者
に
発
行
し
た
株
式
に
は
売
却
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当

時
の
株
価
を
当
該
株
式
の
価
値
と
み
な
す
こ
と
は
適
切
で
は
な
か
っ
た
。

Ｅ

十
月
措
置
当
時
に
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
に
よ
る
新
規
株
式
の
発
行
が
通
常
の
投
資
慣
行
に
基
づ
い
て
可
能

で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
拠
は
な
か
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
は
出
資
転
換
に
よ
り
新
た
な
経
済
的
負
担
を
負
っ
て
お
ら
ず
、
実
質

的
な
価
値
を
有
し
て
い
な
い
株
式
を
発
行
し
た
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
債
務
の
出
資
転
換

に
よ
る
補
助
金
利
益
額
を
補
助
金
相
殺
措
置
協
定
に
整
合
的
に
算
定
し
た
と
こ
ろ
、
出
資
転
換
さ
れ
た
債
務

額
全
額
と
な
り
、
当
初
調
査
に
お
け
る
補
助
金
利
益
額
と
同
額
と
な
っ
た
。

十
二
月
措
置
に
よ
る
補
助
金
利
益
の
存
在

（ロ）
Ａ

十
二
月
措
置
は
、
十
月
措
置
の
後
続
措
置
と
し
て
韓
国
政
府
に
よ
る
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
救
済
政
策
の
一
環

と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

Ｂ

十
二
月
措
置
の
参
加
者
の
う
ち
、
韓
国
外
換
銀
行
、
ウ
リ
ィ
銀
行
、
朝
興
銀
行
及
び
農
業
協
同
組
合
中

央
会
（
以
下
「
四
債
権
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
時
の
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
の
経
営
状
況
及
び
財
政
状
況
が
極



め
て
厳
し
い
こ
と
を
認
識
し
、
与
信
供
与
に
対
し
て
高
い
リ
ス
ク
が
あ
り
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
へ
の
投
資
や

貸
付
か
ら
の
回
収
が
見
込
ま
れ
な
い
と
評
価
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
二
月
措
置
に
参
加
し
た
。

Ｃ

韓
国
政
府
が
相
当
程
度
の
株
式
を
保
有
し
て
い
る
等
の
理
由
に
よ
り
、
韓
国
政
府
は
四
債
権
者
に
対
し

て
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
に
あ
り
、
ウ
リ
ィ
銀
行
は
以
前
に
も
韓
国
政
府
の
介
入
を
受

け
入
れ
て
自
己
の
商
業
的
利
益
に
沿
わ
な
い
融
資
を
行
っ
て
い
た
。

Ｄ

十
二
月
措
置
の
実
施
条
件
が
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
の
救
済
を
優
先
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
検
討
過
程
に
お

い
て
、
韓
国
政
府
の
介
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
検
討
過
程
に
参
加
し
て
い
た
韓
国
外
換
銀
行
及

び
ウ
リ
ィ
銀
行
か
ら
検
討
過
程
に
関
す
る
資
料
の
提
出
を
拒
否
さ
れ
た
。

Ｅ

朝
興
銀
行
及
び
農
業
協
同
組
合
中
央
会
は
、
商
業
合
理
性
以
外
の
要
素
を
考
慮
し
て
十
二
月
措
置
に
参

加
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

Ｆ

こ
れ
ら
の
事
実
に
よ
り
、
四
債
権
者
の
十
二
月
措
置
へ
の
参
加
判
断
は
、
い
ず
れ
も
商
業
合
理
的
な
考

慮
に
基
づ
い
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

Ｇ

十
二
月
措
置
の
実
施
条
件
を
、
当
該
措
置
と
同
等
の
貸
付
を
市
場
に
お
い
て
受
け
る
場
合
に
市
場
が
提

供
し
た
で
あ
ろ
う
条
件
と
比
較
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
に
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
十
二
月
措
置
に
よ
り
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
に
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
再
確
認
さ
れ



た
。
し
た
が
っ
て
、
十
二
月
措
置
が
補
助
金
相
殺
措
置
協
定
第
一
条
に
い
う
補
助
金
に
該
当
す
る
こ
と
が
認

定
さ
れ
た
。

十
二
月
措
置
に
お
け
る
債
務
の
出
資
転
換
に
よ
る
補
助
金
利
益
額
の
算
定

（ハ）
Ａ

十
二
月
措
置
に
よ
る
出
資
転
換
に
よ
り
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
の
債
務
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

Ｂ

出
資
転
換
に
よ
り
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
が
債
権
者
に
発
行
し
た
株
式
に
は
、
固
定
投
資
収
益
の
支
払
い
義
務

は
な
く
、
実
際
に
投
資
収
益
の
支
払
い
も
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
に
当
該
株
式

の
買
戻
し
義
務
も
な
か
っ
た
。

Ｃ

十
二
月
措
置
当
時
の
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
の
財
政
状
況
の
客
観
的
な
評
価
か
ら
す
る
と
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
は

投
資
収
益
を
配
分
で
き
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
が
投
資
収
益
の
配
分
を
行
っ
た

こ
と
を
示
す
証
拠
は
な
か
っ
た
。

Ｄ

出
資
転
換
に
よ
り
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
が
債
権
者
に
発
行
し
た
株
式
に
は
売
却
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
当
時
の
株
価
を
当
該
株
式
の
価
値
と
み
な
す
こ
と
は
適
切
で
は
な
か
っ
た
。

Ｅ

十
二
月
措
置
当
時
に
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
に
よ
る
新
規
株
式
の
発
行
が
通
常
の
投
資
慣
行
に
基
づ
い
て
可

能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
拠
は
な
か
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス
は
出
資
転
換
に
よ
り
新
た
な
経
済
的
負
担
を
負
っ
て
お
ら
ず
、
実
質

的
な
価
値
を
有
し
て
い
な
い
株
式
を
発
行
し
た
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
債
務
の
出
資
転
換



に
よ
る
補
助
金
利
益
額
を
補
助
金
相
殺
措
置
協
定
に
整
合
的
に
算
定
し
た
と
こ
ろ
、
出
資
転
換
さ
れ
た
債
務

額
全
額
と
な
り
、
当
初
調
査
に
お
け
る
補
助
金
利
益
額
と
同
額
と
な
っ
た
。

ニ

調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
論

以
上
の
調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
か
ら
、
調
査
の
対
象
で
あ
る
十
月
措
置
及
び
十
二
月
措
置
に
係
る
補
助

金
に
つ
い
て
の
事
情
の
変
更
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
お
、
調
査
の
経
緯
並
び
に
調
査
当
局
の
認
定
及
び
結

論
の
詳
細
を
記
載
し
た
報
告
書
は
、
財
務
省
及
び
経
済
産
業
省
並
び
に
当
該
各
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

是
正
勧
告
に
お
け
る
十
月
措
置
に
係
る
補
助
金
に
つ
い
て
の
事
情
の
変
更

（二）

紛
争
解
決
機
関
に
よ
る
是
正
勧
告
に
お
い
て
、
十
月
措
置
に
係
る
補
助
金
の
配
分
期
間
終
了
後
に
同
補
助
金
利

益
に
基
づ
く
相
殺
関
税
の
賦
課
を
開
始
し
た
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
十
月
措

置
に
係
る
補
助
金
に
つ
い
て
の
事
情
の
変
更
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
論

（三）

以
上
の
こ
と
か
ら
、
補
助
金
に
つ
い
て
の
事
情
の
変
更
が
あ
り
、
是
正
勧
告
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
た
た
め
、
相
殺
関
税
の
税
率
を
二
十
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
九
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
変
更
す
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
た
。


